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①入札説明書・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
 

②仕様書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
 

③契約書(案)・・・・・・・・・・・・・・・・１部 
① ～③：応札にあっては、内容を熟知すること。 

 
④質疑書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 部 
 
⑤ご担当者連絡先・・・・・・・・・・・・・・１部 

             ④～⑤：期限(令和８年２月２６日)までにメールにて提出すること。 

             また、④質疑書は質疑の有無に関わらず提出すること。 

 
⑥競争参加資格確認関係書類・・・・・・・・・１部 

 
⑦誓約書・・・・・・・・・・・・・・・・・・２種 

     
⑧保険料納付に係る申立書・・・・・・・・・・１部 

        ⑥～⑧：期限(令和８年３月５日)までに提出すること。 

 
⑨入札書・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

             ⑨：１回目の応札は契約権限を有する代表者が行うこと。 
                また、提出期限(令和８年３月６日)を厳守すること。 
 

⑩入札書等記載要領・・・・・・・・・・・・・１部 
 
⑪入札辞退届・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

             ⑪：応札しない場合、令和８年３月６日までに提出すること。 

 
⑫委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

 
⑬年間委任状・・・・・・・・・・・・・・・・１部 

             ⑫～⑬：内容を熟知し、該当する場合は、 

開札当日(令和８年３月９日)、開札会場へ持参すること。 



 

入 札 説 明 書 
 

「霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保守管理業務 

一式」に係わる入札公告（令和８年２月１７日付）に基づく入札等については、国立研究開発法

人医薬基盤・健康・栄養研究所会計規程（平成１７規程第７号）（以下「会計規程」という。）

及び国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所契約事務取扱要領（平成１７要領第８号）（以

下「契約事務取扱要領」という。）に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 

 

１ 契約担当者 

    契約担当役 

      国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 理事長 中村 祐輔 

 

２ 委託業務内容 

 （１）契 約 件 名  霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施

設保守管理業務 一式 

 （２）仕 様 等  詳細は別添「仕様書」のとおり。 

 （３）契 約 期 間  自：令和８年４月１日 至：令和１１年３月３１日 

（４）納 入 場 所  茨城県つくば市八幡台１－１ 

    霊長類医科学研究センター 

          茨城県つくば市八幡台１－２ 

   薬用植物資源研究センター筑波研究部 

 （５）入 札 方 法 

入札金額については、３か年分の総価で行う。なお、落札決定に当たっては、入札書に記

載された金額に当該金額の１０パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円

未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

る。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。 

 （６）入札保証金及び契約保証金  全額免除 

 

３ 競争参加資格 

  （１）契約事務取扱要領第４条及び第５条の規定に該当しない者であること。 

  （２）令和７・８・９年度厚生労働省一般競争入札参加資格（全省庁統一資格）「役務の提供」

のＡ～Ⅾのいずれかの等級に格付けされている者であること。 

 （３）当該役務・物品等を確実に履行・納入できると認められる体制等を有している者であるこ

と。 

 （４）資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。 

 （５）経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。 

 （６）その他契約事務取扱要領第３条の規定に基づき、契約担当役が定める資格を有する者であ

ること。 

（７）公益法人においては、「政府関連公益法人の徹底的な見直しについて」（平成２１年１２

月２５日閣議決定）の内容について問題がない者であること。  

（８）暴力団が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者に該当しないこと。 

（９）法人格を持つ事業体であること。さらに、消費税及び地方消費税並びに法人税について、

納付期限を過ぎた未納税額がないこと。 



(10)「個人情報の保護に関する法律（平成１５年５月３０日法律第５７号）を遵守し、個人情

報の適切な管理能力を有している事業者であること。 

(11) 次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近２年

間（⑤及び⑥については２保険年度）の保険料について滞納がないこと。 

   ①厚生年金保険 ②健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの） ③船員保険 ④国民年

金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険 

注） 各保険料の内⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未

到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあ

っては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない（分納が認められているものにつ

いては納付期限が到来しているものに限る。）こと。 

(12) 本社、支社、営業所等にて国際標準規格 ISO9001：2015の認定を受けていること。 

(13）研究施設や実験施設においてＰ３又はＢＳＬ（バイオセーフティレベル）３以上の設備の

ある施設の運転保守管理について過去１０年間に２年以上の実績があること。 

(14）仕様書４（Ⅰ）（カ）及び（Ⅱ）（エ）に記載の資格を有する、もしくは有するとみなす

に足る状況にある者を駐在させることが出来ること。 

 

４ 提出書類等 

 （１）質疑書・ご担当者連絡先 

    令和８年２月２６日（木）１７時００分までにメールにて提出すること。また、質疑書

は質疑の有無に関わらず提出すること。 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 筑波総務課 ybaba@nibn.go.jp 

sisobe@nibn.go.jp 

 

２）競争参加資格確認書類等 

     この一般競争に参加を希望する者は、本入札説明書３の競争参加資格を有することを証

明する書類等（※）を令和８年３月５日（木）１７時００分までに下記５（１）の場所に

提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において、契約担当役等から当該

書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 

（※）とは下記の書類である。 

①資格審査結果通知書（全省庁統一資格）の写し  

②会社概要  

③公益法人については、３（７）を証明する書類  

④誓約書（３（３）の誓約書及び３（８）の誓約書） 

   ⑤保険料納付に係る申立書（３（11）の申立書） 

   ⑥仕様書４（Ⅰ）（カ）及び（Ⅱ）（エ）に記載の資格を有する、もしくは有するとみな

すに足る状況にあることを証明する書類（写しでも可） 

   ⑦研究施設や実験施設においてＰ３又はＢＳＬ（バイオセーフティレベル）３以上の設備

のある施設の運転保守管理について過去１０年間に２年以上の実績があることを証明する

書類 

   ⑧予定配置人員表 

   ⑨ISO9001：2015の証書の写し 

 （３）入札書 

     提出期限は令和８年３月６日（金）１７時００分 （郵送の場合も同様） 

     詳細は下記５を参照。 

 （４）入札辞退届 

     応札しない場合、開札前日（令和８年３月６日）までに提出すること。 

 （５）委任状・年間委任状 

     該当する場合は、開札当日（令和８年３月９日）に開札会場へ持参すること。 



 

５ 業務実施場所の現場視察 

 （１）現場視察の実施 

本入札に係る各業務の実施場所の現場視察を希望する場合は、日時を調整のうえ受け入

れるので、事前に連絡すること。 

原則、質疑書の締め切り日（令和８年２月２６日）までとする。 

 （２）現場視察の連絡先 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 

電話：０２９－８３７－２０５４ 

  

６ 入札書等の提出場所等 

 （１）入札書等の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先 

   〒３０５－０８４３ 

   茨城県つくば市八幡台１－１ 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 

       電話：０２９－８３７－２０５４ 

 （２）入札書等の提出方法 

①入札書は別紙入札書様式にて作成し、直接に提出する場合は封筒に入れ封印し、かつそ

の封皮に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「令和８年３月９日開札 霊長類

医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保守管理業務 一

式 入札書在中」と記載しなければならない。 

②郵便（書留郵便に限る）により提出する場合は二重封筒とし、表封筒に「令和８年３月

９日開札 霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設

保守管理業務 一式 入札書在中」の旨記載し、中封筒の封皮には直接に提出する場合

と同様に氏名等を記載し、上記６の（１）宛に入札書の受領期限までに送付しなければ

ならない。なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 

③入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをすることはできない。 

④入札書の日付は、提出日を記入すること。  

 

（３）入札の無効 

        次の各号の一に該当する場合は、入札を無効にする。 

①本入札説明書に示した競争参加資格のない者 

②入札条件に違反した者 

③入札者に求められる義務を履行しなかった者 

④入札書の金額が訂正してある場合 

⑤入札書の記名又は押印が抜けている場合 

⑥再度入札において、前回の最低金額を上回る金額で入札している場合 

  （４）入札の延期等 

    入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行するこ

とができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取りやめる

ことがある。 

 （５）代理人による入札 

①代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人である

ことの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印をしておくとともに、開札時までに代

理委任状を提出しなければならない。 

②入札者又はその代理人は、本件業務委託にかかる入札について他の入札者の代理人を兼

ねることができない。 

 



７ 開札及び落札後の手続き 

（１）開札の日時及び場所 

令和８年３月９日（月）１１時３０分 

霊長類医科学研究センター共同利用施設管理棟セミナー室（つくば市八幡台１－１） 

 （２）開札 

①開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。ただし、入札者又はその代理人が

立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。  

②入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 

③入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応

じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提

出しなければならない。 

④入札者又はその代理人は、契約担当役が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほ

か、開札場を退場することができない。 

⑤開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち、予定価格の制限に達し

た価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 

 （３）落札者の決定方法 

①入札書が公告及び入札説明書に定められた条件を満たしている者。 

②会計規程第４１条及び契約事務取扱要領第１６条１項の規定に基づいて作成された予定

価格の制限の範囲内である者。 

③入札金額が競争参加者の中で最低価格である者。 

④当該内容を確実に実施し、契約書の内容を誠実に遵守することができると、契約担当役

が認めた者。 

  （４）落札条件に該当する者が複数のとき 

前項に定められた落札の条件に該当する者が複数いるときは、直ちに該当する者にくじを

引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち、くじを引け

ない者がある時は、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせ、落札者を決

定するものとする。 

 （５）契約書の作成 

①契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 

②契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契

約書の案に記名押印し、更に契約担当役等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名

押印するものとする。 

③上記②の場合において契約担当役等が記名押印したときは、当該契約書の１通を契約の

相手方に送付するものとする。 

④契約担当役等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しな

いものとする。 



施設保守管理業務仕様書 

 

１．件 名  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター及び 

薬用筑波資源研究センター筑波研究部 施設保守管理 

 

２．目 的 

（１）霊長類医科学研究センター 

本業務は、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 霊長類医科学研究センターの事業目

的を達成するために受注者は必要な施設を適切かつ確実に運転管理し、その機能を常に良好な状態

に維持することを目的とする。 

（２）薬用植物資源研究センター筑波研究部 

 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所薬用植物資源研究センター筑波研究部における電

気･空調・衛生設備の維持管理については、この仕様書に基づき、設備の機能を常に最良の状態に

保ち、建物の保全と衛生環境を確保するよう努めるものとする。 

 

３．履行期間 

 令和８年４月１日 ～ 令和１１年３月３１日 

 

４．概 要 

（Ⅰ）霊長類医科学研究センター 

 霊長類医科学研究センターは、サル類由来リソース（生物資源）の整備事業、活用事業、そして

霊長類共同利用施設（感染症実験施設・医科学実験施設）の運営事業という３つの主要な事業を担

っている。 

 これらの関連施設の停止は、個体の死に直結し、その系統が途絶えることであり、想定される損

失は計り知れない。 

 故に設備の運転・監視・保守は最も重要であり、異常時には即座に内容を把握し、短時間での設

備の運転復旧を行うことが必須である。特に感染症実験施設では更なる高度な運転・監視・保守が

求められ、専門的技術・知識を有し、熟練を必要とする高い業務能力が要求される。 

（ア）設備の所在地及び概要 

（１）名 称 ： 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

霊長類医科学研究センター 

（２）所在地 ： 茨城県つくば市八幡台１－１ 

（３）建 物 

１．第１研究棟          ：RC 造 2 階  （延床面積 1,753.75 ㎡） 

２．第２研究棟         ：RC 造 1 階  （延床面積  369.23 ㎡） 

３．第３研究棟（第４棟）    ：RC 造 1 階  （延床面積  317.59 ㎡） 

４．第１棟           ：RC 造 1 階  （延床面積 1,523.32 ㎡） 

５．第２棟           ：RC 造 1 階  （延床面積  902.90 ㎡） 



６．第３棟           ：RC 造 1 階  （延床面積  570.23 ㎡） 

７．第５棟           ：RC 造 1 階  （延床面積 1,642.31 ㎡） 

※第５棟は現在解体中であり保守管理対象外となる。跡地に新機械棟を建築予定である。

建築後は当該建物が保守管理対象となる。 

８．第６棟           ：RC 造    （延床面積 2,677.66 ㎡） 

    ９．第７棟           ：RC 造 2 階  （延床面積 2,501.54 ㎡） 

   １０．第８棟           ：RC 造 3 階  （延床面積 7,272.85 ㎡） 

                    （地下 2 階） 

   １１．機械棟           ：RC 造 1 階  （延床面積 1,022.99 ㎡） 

   １２．飼料棟           ：RC 造 1 階  （延床面積  389.08 ㎡） 

   １３．廃棄物処理施設 管理棟   ：RC 造 1 階  （延床面積  499.91 ㎡） 

   １４．廃棄物処理施設 貯留室棟  ：RC 造 1 階  （延床面積   54.00 ㎡） 

   １５．廃棄物処理施設 脱臭機室棟 ：RC 造 1 階  （延床面積  160.96 ㎡） 

   １６．廃棄物処理施設 前処理棟  ：RC 造１階 B1 （延床面積  121.47 ㎡） 

   １７．滅菌処理棟         ：RC 造 1 階  （延床面積   42.50 ㎡） 

   １８．共同利用施設機械棟     ：RC 造 1 階  （延床面積  276.14 ㎡） 

   １９．共同利用施設管理棟     ：RC 造 2 階  （延床面積  593.66 ㎡） 

   ２０．幹線通路          ：RC 造    （延床面積  510.22 ㎡） 

   ２１．車庫            ：RC 造 1 階  （延床面積   71.25 ㎡） 

   ２２．物品倉庫          ：CB 造 1 階  （延床面積   19.06 ㎡） 

   ２３．不燃物廃棄物倉庫      ：CB 造 1 階  （延床面積   13.92 ㎡） 

   ２４．RI 廃液槽ポンプ小屋    ：RC 造 1 階  （延床面積   32.38 ㎡） 

   ２５．渡り廊下          ：RC 造 2 階  （延床面積  146.80 ㎡） 

 

（イ）主な業務内容 

（１）設備機器の運転・監視 

（２）日常点検、定期点検（月例点検、定期保守点検、法定点検） 

（３）焼却業務 

（４）小破修繕 

（５）設備関係の非常処置 

（６）設備関係の測定、記録及び日誌記入 

（７）外部検査、工事、保守作業等の立会い・報告 

（８）各機械室、工具及び備品等の清掃、整理整頓 

（９）点検スケジュール等の調整 

（１０） 業務日報の作成と霊長類医科学研究センターへの報告 

 

（ウ）対象設備 

（１）中央監視装置（自動制御設備） 



（２）電気設備 

（３）空調機械設備 

（４）給排水衛生設備  

（５）昇降機設備 

（６）防災設備 

（７）排水滅菌設備 

（８）気密扉設備 

（９）その他の設備 

 

（エ）法規・規程の準拠 

   本業務は、関係法令及びこれに基づく省令の他、自家用電気工作物保安規定などに準拠して履行

するものとする。 

 

（オ）備品・消耗品等 

  （１）本業務に必要な机・ロッカー・黒板・測定機器・附属工具等の備品及び当直用設備等は 

無償で使用できる。ただし、責任を持って管理を行うこと。 

  （２）本業務に必要な光熱水道及び電話料等は医薬基盤・健康・栄養研究所の負担とする。 

  （３）本業務に必要な消耗品は医薬基盤・健康・栄養研究所が支給する。ただし、一般事務用品及

び機器等の清掃・整備に使用する洗剤等は受注者の負担とする。 

 

（カ）業務体制 

業務時間は午前 8 時 30 分から翌朝 8 時 30 分とし、受注者は、平日昼間（午前 8 時 30 分から午

後 5 時 00 分）5 名以上、夜間（午後 5 時 00 分から翌朝 8 時 30 分）3 名以上及び休日昼間 3 名以

上夜間 3 名以上をそれぞれ配置するものとする。（24 時間 365 日） 

※この他、焼却業務（１１．設備の維持管理（３）焼却業務）に平日昼間１名配置するものとす

る。 

 受注者は、業務責任者及び各技術者の氏名・年齢・経歴・各種免許・教育等を記載した文書を医

薬基盤・健康・栄養研究所に提出し、承認を受けなければならない。 

 また、契約期間内において従事者の変更を行うときは事前に文書にて通知し、その都度経歴書を

提出しなければならない。 

 なお、気象条件などにより異常事態の発生が予想されるときは適宜増員し、保守管理の万全を図

ること。 

 

（１） 業務責任者 

受注者は、責任者 1 名を配置するものとし、運転・監視及び日常的な点検保守業務につい

て高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 15 年以上

及び受注者においての実務経験が 3 年以上の者で第 3 種電気主任技術者以上、1 級ボイラー

技士、第 1 種電気工事士又は第 2 種冷凍機械作業主任者以上の資格を有する者とする。ま



た、バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ管理技術者とす

る。 

 

（２） 業務主任者 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指 

導等の総合的な技能を有し、実務経験 10 年以上及び受注者においての実務経験が 1 年以上の

者で第 3 種電気主任技術者、1 級ボイラー技士、第 3 種冷凍機械作業主任者、第 2 種電気工

事士以上のいずれかの資格を有する者でかつ、危険物取扱主任者乙種 4 類又は甲種の資格を

有する者とする。 

 

（３） 技術員 

定期点検、臨時点検、運転・監視及び日常的な点検保守作業について、指示に従い作業 

を行う能力を有する者とする。 

 バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ管理技術者とし、 

工業高等学校電気科又は機械科卒業の者、及び同等の学歴、知識を有する者とする。ま

た、エネルギー管理士又はエネルギー管理員の資格を有する者とする。 

 

（４） 取扱責任者等の選任 

霊長類医科学研究センターの施設運営に必要な官公署への資格者登録を受注者の常駐技術

員から選任し、登録する。なお、選任者が当センター常駐技術員から異動・解任する場合

は、速やかに登録変更をすること。 

① 電気主任技術者（第 3 種電気主任技術者以上） 

② 危険物保安監督者（危険物取扱主任者乙種 4 類又は甲種） 

③ 第 1 種圧力容器主任者（ボイラー技士 1 級以上） 

④ エネルギー管理員（エネルギー管理士又はエネルギー管理員） 

 

（キ）設備の維持管理 

（１）運転・監視及び日常点検・保守 

１．運転・監視 

・運転・監視の範囲は別紙１「点検一覧表」の内容とする。 

・設備機器の運転及び停止操作 

・設備運転状況の監視及び計測・記録 

・室内温度、湿度、差圧管理と最適化のための機器の制御、調整 

・エネルギー使用の計測及び適正化の把握 

・機器の修理・点検のための本機・予備機への運転切替 

・その他留意すべき事項 

 

２．日常点検 



・日常点検の範囲は別紙１「点検一覧表」の内容とする。 

・電気室、機械室等の主要な設備機器は 1 日 1 回巡視を行い機器等の異常の有無を点検す

る。なお、定められた対象部分以外でも異常を発見した場合は霊長類医科学研究センタ

ーの担当者に報告すること。 

 

３．保守 

運転・監視及び日常点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は下記とする。 

   ・汚れ、詰り、付着等がある部品又は点検部の清掃 

   ・取付不良、動作不良、ずれ等がある場合の調整 

   ・ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め 

   ・下記消耗品の交換補充（甲により支給） 

１）潤滑油、グリス、充填油、溶剤類、試薬類等 

  ２）蛍光灯、各種ランプ、ヒューズ類 

  ３）パッキン、ベルト、O リング類 

４）簡易計器類（圧力計、温度計、バルブ等） 

５）フィルター類 

  ・接触部分、回転部分等への注油 

  ・軽微な損傷がある部分への補修 

  ・塗装、その他部分補修、その他これらに類する作業 

  ・簡易フィルターの清掃 

 

４．定期点検時の立会い 

  ・当該設備の管理・運営業務に関し、他の業者が行う定期点検、官公庁等が行う検査等 

の立会いをする。 

 

５．運転・監視の記録及び報告 

       下記の報告先は霊長類医科学研究センター筑波総務課とする 

      ・日常業務における業務日誌を作成し、翌日報告する。 

      ・月次報告は翌月すみやかに会計課契約管理係及び筑波総務課に提出する。 

      ・業務日誌、月次報告、異常・故障報告類の記録用紙等を監視室に保管し、求められた 

際に提出が可能とすること。 

      ・業務報告において、異常の発生又は発生が予想される場合は速やかに霊長類医科学研 

究センターの担当者に報告すること。 

 

（２）定期点検・保守 

  １．定期点検 

・定期点検の範囲は別紙１「点検一覧表」及び別紙２「実施要領書」の内容とする。 

・業者による定期保守点検、法定点検及びそれらに伴う検査等の手続き・日程調整・立 



会いをする。また、これらに掛かる費用は受注者が負担するものとする。ただし、各種

点検・検査の結果、発生する修繕費・消耗品等は、医薬基盤・健康・栄養研究所が負担

するものとする。 

 

２．保守 

定期点検の結果に応じ、実施する保守の範囲は下記とする。 

  ・汚れ、詰り、付着等がある部品又は点検部の清掃 

  ・取付不良、動作不良、ずれ等がある場合の調整 

  ・ボルト、ねじ等で緩みがある場合の増し締め 

  ・下記消耗品の交換補充（甲により支給） 

１）潤滑油、グリス、充填油、溶剤類、試薬類等 

  ２）蛍光灯、各種ランプ、ヒューズ類 

  ３）パッキン、V ベルト、ガスケット、O リング類 

  ・接触部分、回転部分等への注油 

  ・軽微な損傷がある部分への補修 

  ・塗装、その他部分補修、その他これらに類する作業 

３．点検及び保守等の実施 

  ・点検を行う場合はあらかじめ医薬基盤・健康・栄養研究所の定める担当者から劣化及 

び故障状況を聴取し、点検の参考とする。 

  ・点検は原則として目視、接触又は軽打等により行う。測定を行う点検は、定められた 

測定機器又は当該事項専用の測定機器を使用すること。 

      ・各装置の基準値以外の異常を発見した場合は医薬基盤・健康・栄養研究所の担当者に 

報告し、異常個所の点検を行う。なお法令等に定めがある場合には、これに準じる。 

 

      ・下記設備においては別紙１「点検一覧表」及び別紙２「実施要領書」の内容 

とする。 

※ 対象設備 

第６棟 ：空調・衛生設備 

第８棟 ：電気設備 

             ：空調・衛生設備 

         ：気密扉設備 

         ：昇降機設備 

         ：排水滅菌処理設備 

 

（３）焼却業務 

当センター構内一定場所に集積された汚物、塵埃、紙屑等について焼却炉室までの運搬 

及び焼却を行う。（休祭日は除く。ただし、4 連休となる場合は、その内の 1 日は実施す 

るものとする。）その他、下記による。 



・焼却炉内温度を適正に保ち、ダイオキシン等環境汚染物質を発生させない。 

・収集運搬に必要な車両は維持管理を含め乙が負担するものとする。 

・収集した資源ごみ、不燃ごみは分別し指定の集積所へ集積する。 

・甲の依頼により動物死体の搬送、収集運搬、一時保管、焼却処理を行う。 

・その他、この仕様に示されない事項及び業務遂行上生じた疑義は、担当職員と協議して

指示に従うこと。 

 

（４）電気主任技術者の職務 

１．保安規定の厳守 

電気主任技術者は霊長類医科学研究センターの自家用電気工作物保安規定を遵守するもの

とする。 

     

２．電気主任技術者の厳守事項 

a．医薬基盤・健康・栄養研究所は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安 

を確保するに当たり主任技術者として選任する者の意見を尊重すること。 

      b．自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、主任技術者として選任する

者がその保安のためにする指示に従うこと。 

      c．主任技術者として選任する者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保

安の監督の職務を誠実に行うこと。 

 

３．電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の指揮監督の業務 

a． 電気工作物に係る保安教育に関すること。 

b． 電気工作物の工事に関すること。 

c． 電気工作物の運転操作に関すること。 

d． 電気工作物の災害対策に関すること。 

e． 電気工作物の保守に関すること。 

f． 保安業務の記録に関すること。 

g． 保安用機材及び書類の整備に関すること。 

 

４．その他の業務 

a． 事故時の電気事故報告書の作成。 

b． 電気の需要計画書の作成及び契約電力の変更に関する業務。 

c． 不具合が生じた場合の速やかな連絡及び指示。 

d． 所管官庁に提出する書類及び図面等の作成。 

e． 所管官庁が法令に基づいて行う検査の立会い。 

 

（ク）緊急対応 

 霊長類医科学研究センターは、サル類のみならず病原微生物や有害化学物質を取り扱う感染症実



験施設・医科学実験施設といった特殊事情を有する。 

 したがって、施設における事故等が発生した場合、霊長類医科学センター内従事者及び外部環境

へ悪影響を招く恐れがあることから、緊急時に医薬基盤・健康・栄養研究所の依頼により、いかな

る日時においても連絡が取れ、電気・機械・バイオセーフティ技術者等の技術員が直ちに緊急応援

体制を取れるものとする。 

 

（ケ）その他 

  （１）保守管理にあたり、年間保守管理計画書を作成し、霊長類医科学研究センター筑波総務課庶

務係に提出すること。 

  （２）安全管理体制の充実を図り、緊急時の連絡体制を書面にて筑波総務課に提出すること。ま

た、異常事態、事故等の発生時には直ちに必要な措置を講じるとともに緊急時の連絡体制に基

づき担当職員並びに関係官公署に連絡・報告を行うこと。 

  （３）業務履行中に保守管理対象物に損害を与えた場合は、速やかに報告するとともに受注者の負

担において原状回復をすること。 

  （４）本業務の履行にあたっては、安全管理に十分留意し、必要に応じて保安用具を必ず着用する

こと。 

  （５）本仕様書に明記なき事項については、担当職員の指示に従うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（Ⅱ）薬用植物資源研究センター筑波研究部 

  薬用植物資源研究センター筑波研究部では 10,000 点を超える植物エキスや植物、種子や標本など貴

重な薬用植物資源を保存している。 

それらを適切に保存・管理することが必要である為に、設備の運転・監視・保守等は重要であり、異

常時には即座に内容を把握し、短時間で設備の運転復旧を行うことが必須となる。よって専門的技術・

知識を有し、熟練を必要とする高い業務能力が要求される。 

  

 

（ア） 設備の所在地及び概要 

（１） 名 称 ： 国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

       薬用植物資源研究センター 

 （２）所在地  ： 茨城県つくば市八幡台１－２ 

 （３）管理設備 ：別紙３薬用植物資源研究センター筑波研究部機器一覧表のとおりとする。 

 

（イ） 業務内容 

 （１）主な業務内容 

  １．設備機器の運転操作及び監視 

   ２．設備の維持管理 

   ３．設備に関する非常措置 

   ４．設備関係の測定及び記録 

   ５．官公庁検査及び改善工事の立ち会い、報告 

   ６．外注保守機器の定期検査の立ち会い、報告 

   ７．関係部署との連絡調整 

 

（２）業務内容の細目 

   １．設備機器の運転操作及び監視運転操作及び監視にあたっては、建物の用途及び季    節

の気温の変化などによって、経済的運転及び快適な条件などを勘案して適正に運    転操

作する。 

      ２．中央監視設備の運転操作及び監視 

  ３．電気設備関係の運転操作及び監視（受配電設備、負荷設備、その他電気設備） 

       ４．空気調和設備関係の運転操作及び監視並びに地下タンク貯蔵所の立ち会い     

５．ボイラー設備、冷凍機設備、空気調和設備等） 

       ６．換気設備の運転操作及び監視 

    ７．給排水設備の運転操作及び監視 

    ８．衛生設備の運転操作及び監視 

    ９．設備機器の操作時間：２４時間 

 

  （３）設備の維持管理 



    １．日常巡視点検（運転操作及び監視） 

       ２．定期点検整備（精密点検、測定、整備） 

       ３．補修、修理（軽微なものに限る。） 

 

    （４）設備に関する非常措置 

火災、停電、断水、その他災害が発生した場合は速やかに関係部署と連絡し、的確な措置を行

うものとする。 

 

    （５）設備関係の測定記録及び保存期間 

       １．日誌（運転日誌、作業日誌）３年以上保存 

    ２．日常巡視点検記録、定期点検、測定記録５年以上保存 

    ３．事故障害記録、補修、改良工事記録３年以上保存 

       ４．設備関係図面（配線図、平面図、配管図、系統図などの整備保存）永久保存 

 

（ウ）定期点検・保守 

    業者による定期保守点検、法定点検及びそれらに伴う検査等の手続き、日程調整、立ち合 

いをする。またこれらに掛かる費用は受注者が負担するものとする。ただし各種点検・検査 

の結果、発生する修繕費・消耗品等は医薬基盤・健康・栄養研究所が負担するものとする。 

 

（エ）業務体制等 

管理業務時間は 365日 24時間とし、必ず 1名を配置するものとする。 

（１）管理業務時間 24時間 

１．日 常 業 務 

日曜日～土曜日 8：30～17：30（祝祭日を含む） 

２．夜間勤務 

日曜日～土曜日 17：30～8：30（祝祭日を含む） 

 

 

（２）本業務において従事する者は以下のとおりとする。 

１．業務責任者 

責任者 1名を配置するものとし、運転・監視及び日常的な点検保守業務について、高度な技術

力及び判断力並びに作業の指導等の総合的な技能を有し、実務経験 15年以上の者で第 3種電

気主任技術者以上、1級ボイラー技士、設備士又は 2級管工事施工管理技士以上の資格を有す

る者とする。また、バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ管理

技術者とする。 

 

２．業務主任者 

運転・監視及び日常的な点検保守業務について高度な技術力及び判断力並びに作業の指導等の



総合的な技能を有し、実務経験 15年以上の者で第 3種電気主任技術者、1級ボイラー技士、第

3種冷凍機械作業主任者以上のいずれかの資格を有する者でかつ、危険物取扱主任者乙種 4類

又は甲種の資格を有する者とする。 

 

３．技術員 

定期点検、臨時点検、運転・監視及び日常的な点検保守作業について、指示に従い作業を行う

能力を有する者とする。バイオセーフティ技術講習を受講した者、若しくはバイオセーフティ

管理技術者とし、工業高等学校電気科又は機械科卒業の者、及び同等の学歴、知識を有する者

とする。また、エネルギー管理士又はエネルギー管理員の資格を有する者とする。 

 

（３）業務開始前に、業務責任者及び各技術者の氏名・年齢・経歴・各種免許・教育等を記載した

文書を提出のうえ承認を受けなければならない。また、契約期間内において従事者の変更を行

うときは事前に文書にて通知し、その都度経歴書を提出しなければならない。 

なお、気象条件などにより異常事態の発生が予想されるときは適宜増員し、保守管理の万全を

図ること。 

 

（４）受注者は施設維持管理を遂行するために要する次の施設等の貸与を受け、使用することが

できる。また、提供された施設等の使用に関しては善管注意義務をもって使用しなければなら

ない。 

     １. 業務員の待機場所 

     ２．業務遂行に必要な備品類（椅子、ロッカー等） 

     ３．業務遂行上必要な光熱水料、電話料金 

 

（オ）その他 

（１）保守管理については薬用植物資源研究センター筑波総務課庶務係と相談し、進めることとす

る。 

  （２）安全管理体制の充実を図り、緊急時の連絡体制を書面にて筑波総務課に提出すること。ま

た、異常事態、事故等の発生時には直ちに必要な措置を講じるとともに緊急時の連絡体制に基

づき担当職員並びに関係官公署に連絡・報告を行うこと。 

  （３）業務履行中に保守管理対象物に損害を与えた場合は、速やかに報告するとともに受注者の負

担において原状回復をすること。 

  （４）本業務の履行にあたっては、安全管理に十分留意し、必要に応じて保安用具を必ず着用する

こと。 

  （５）本仕様書に明記なき事項については、担当職員の指示に従うこと。 

 

 

以 上 



 

 

 
☿fi♃כ  

 

 

  

















質  疑  書 
 

契約担当者 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

  理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

 

                   住 所 

 

                   氏 名(社名) 

 

 

 件 名 ： 霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設

保守管理業務 一式 

 

 上記件名の調達にかかる質疑事項を下記のとおり提出します。 

 

質  疑  事  項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 質疑書については、質疑の有無にかかわらず、「ご担当者連絡先」と併せて下記期限までに

メールにてご提出ください。 

 

提出期限：令和８年２月２６日（木）１７時００分 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ： 筑波総務課 ybaba@nibn.go.jp 

sisobe@nibn.go.jp 

 

 



ご担当者連絡先 

 

件名：霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保守管理

業務 一式  

 

所属部署 
 

担当者名 
 

電話番号 
 

メールアドレス 
 

質疑書と併せて、下記期限までにメールにてご提出ください。 

 

提出期限：令和８年２月２６日（木）１７時００分 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：筑波総務課 ybaba@nibn.go.jp 

sisobe@nibn.go.jp 

  

 



競争参加資格確認関係書類 
 

 

 

１ 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された等級決定通知書の写 

 

２ 誓約書（2種類） 

 

３ 保険料納付に係る申立書 

 

４ その他参考資料 

会社履歴書等 

 

５ 仕様書４（Ⅰ）（カ）及び（Ⅱ）（エ）に記載の資格を有する、もしくは有すると

みなすに足る状況にあることを証明する書類（写しでも可） 

 

６ 研究施設や実験施設においてＰ３又はＢＳＬ（バイオセーフティレベル）３以上の

設備のある施設の運転保守管理について過去１０年間に２年以上の実績があるこ

とを証明する書類 

 

７ 予定配置人員表 

 

８ ISO9001：2015の証書の写し 

 

９ 提出部数 各１部 

 

１０ 提出期限 令和８年３月５日（木）１７時００分まで 



契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

  理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

誓  約  書 
 

弊社は、「霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施

設保守管理業務 一式」の入札において、弊社が落札致した場合には、仕様書に示され

た仕様を満たすことを確約致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住 所 

 

商号又は名称 

及び代表者氏名               印 

 

 



契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 

誓 約 書 

 

 弊社は、下記１及び２のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありま

せん。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、弊社が不利益を被ることとなって

も、異議は一切申し立てません。 

 また、弊社の個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

１ 契約の相手方として不適当な者 

（１） 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場

合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体であ

る場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団（暴力

団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団

員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２） 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３） 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的

あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４） 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしている

とき 

（５） 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

２ 契約の相手方として不適当な行為をする者 

（１） 暴力的な要求行為を行う者 

（２） 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

（３） 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

（４） 偽計又は威力を用いて契約担当役等の業務を妨害する行為を行う者 

（５） その他前各号に準ずる行為を行う者 

住   所                 

 

商号又は名称                

 

及び代表者氏名             印 

 

 



（別紙様式） 

 

保険料納付に係る申立書 

 

 

 当社は、直近２年間に支払うべき社会保険料（厚生年金保険、健康保険（全国

健康保険協会管掌のもの）、船員保険及び国民年金の保険料をいう。）及び直近

２保険年度に支払うべき労働保険料（労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料

をいう。）について、一切滞納がないことを申し立てます。 

 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問

わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参

加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 

 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求めら

れたときは、速やかに対応することを確約いたします。 

 

 

令和   年   月   日  

 

 

（住 所） 

                       

（名 称） 

                       

（代表者） 

                     印 

 

 

契約担当役 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

理事長 中村 祐輔  殿 

 



入 札 書 
 

 

件名 霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 

施設保守管理業務 一式 

 

 

３か年分の総額金                  円也  

うち霊長類医科学研究センター             円 

  薬用植物資源研究センター筑波研究部             円 

 

 

 

   入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札します。 

 

 

  令和  年  月  日 

                         

 

（競争参加者）  

              住    所 

 

 

              称号又は名称 

 

 

              代表者職氏名               印 

 

 

 契約担当役 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

  理事長 中村 祐輔  殿 

 

 



                                

 

 

           入    札    書  

 

記載要領  

 

 

   

 

                                   

                                   

 １ . 入 札 件 名          ○○○○○○○○               

                                   

                                   

 ２ . 入 札 金 額         ￥                       

                                   

                                   

 入札説明書に定める各事項を承諾のうえ、上記の金額をもって入札

します。                                   

                                   

   令和   年   月   日                      

                                   

 

               

               

    

 

 

 

 

 

 契約担当役  

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所  

 理事長  中村  祐輔   殿  

                                    

   

 

（ 競争参加者 ）  

  住  所   【 記載要領 】 （ ２ ） 及び 

       （ ３ ） の「 例 」参照  

 

  氏  名  

 



【 記 載 要 領 】        

 

  （ １ ）  競争参加者の氏名欄は、法人の場合はその名称又は商号及び  

     代表者の氏名を記載すること。 

 

    （ ２ ）   第１回目の入札書は、契約権限を有する代表者本人又は契約権  

     限を年間委任された代理人の氏名 、印にて作成すること。 

 

「 例 １ ： 契約権限を有する代表者本人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△  印  

「 例 ２ ： 契約権限を年間委任された代理人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△ 

    代理人  

      住   所     大阪市○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□  大阪支店  

                    大阪支店長   △△ △△    印  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  （ ３ ）  第２回目以降代理人 （復代理人 ） が入札する場合は、入札書に  

     競争参加者の所在地、名称及び代表者氏名と代理人 （復代理人 ）  

     であることの表示並びに当該代理人 （復代理人 ）の氏名を記入し  

     て押印すること。 

 

 

「 例 １ ： 契約権限を有する代表者本人の代理人の場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     大阪市○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 大阪支店  

                    代表取締役   △△ △△ 

      代  理  人               ○○ ○○   印  

「 例 ２ ： 契約権限を年間委任された代理人が代理を選任した  

    場合 」  

  （ 競争参加者 ）  

      住   所     東京都○○○○○○○○ 

      氏   名       株式会社  □□□□ 

                    代表取締役   △△ △△ 

      復代理人               ○○ ○○      印  

 

 

  （ ４ ）  記載文の訂正部分は、必ず訂正印を押印すること。  

 

  （ ５ ）  落札決定にあたっては、入札書に記入された金額に当該金額の  

     １ ０ ％に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、  

     入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者で 

     あるかを問わず、見積もった契約金額の１ １ ０分の１ ０ ０に相当する  

     金額を入札書に記入すること。 

 

（ ６ ）  工事、製造、役務、複数の物品等については、入札金額の積算内訳を入

札書に添付すること。 
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入 札 辞 退 届 
 

 

 

 

件 名： 霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保守管理

業務 一式 

 

 

 

 

  上記の入札件名について、都合により辞退します。 

  

 

 

 

 

 

 

  令和   年   月   日 

 

 

 契約担当役 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

 理事長 中村 祐輔  殿      

 

 

 

                                  入 札 者 

 

                                      住 所 

 

                                      氏 名(社 名) 

 



委 任 状 
 

 

 私は、          を代理人と定め、下記のとおり委任いたします。 

 

 

記 

 

委任事項 

令和８年３月９日開札 件名「霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究

センター筑波研究部 施設保守管理業務 一式」の競争入札に関する一切の権限を

委任いたします。 

 

 

   代 理 人 

 

     氏   名                               印 

 

 

  令和  年  月  日   

 

 

     委 任 者 

 

       住    所 

 

        商号又は名称 

 

 

        代表者職氏名                               印 

 

 

 契約担当役 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

 理事長 中村 祐輔  殿 



年 間 委 任 状 
 

 

私は、下記受任者を代理人と定め令和  年  月  日から令和  年  月  

日までの間における  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 との下記事項

に関する権限を委任します。 

 

 

記 

 

１．見積、入札及び契約の締結に関すること。（契約の変更、解除に関することを含む） 

２．契約物件の納入及び取下げに関すること。 

３．契約代金の請求及び受領に関すること。 

４．復代理人を選任すること。 

５．共同企業体の結成及び結成後の共同企業体に関する上記各項の権限。 

    【工事契約以外の場合は除く】 

（ただし、３については、上記期間満了日の翌々月末までとする。） 

 

 令和  年  月  日 

 

 

 契約担当役 

  国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所 

 理事長 中村 祐輔  殿 

 

 

                      委任者 

                        本社・本店所在地 

                        商号又は名称 

                        代表者職氏名                   印 

 

 

                      受任者 

                        支店等所在地 

                        商号又は名称 

                        代表者職氏名                   印 



                            （事務連絡） 

 

件名：霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保守管理業務 

一式 

 
ご担当者連絡先及び質疑書について 

 

「ご担当者連絡先」及び「質疑書」は、期日までに下記メールアドレス宛てに電子媒体

（電子文書ファイル）で提出をお願いいたします。 

 

 

〒３０５－０８４３ 

茨城県つくば市八幡台１－１ 

国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所霊長類医科学研究センター 筑波総務課 

提出先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ ybaba@nibn.go.jp 

sisobe@nibn.go.jp 

 

 

 

 

 

期限について 
 

ご担当者連絡先・質疑書 ：令和８年２月２６日（木）１７時００分まで 

競争参加資格確認関係書類：令和８年３月５日（木）１７時００分まで 

入札書         ：令和８年３月６日（金）１７時００分まで 

開札日の日時      ：令和８年３月９日（月）１１時３０分  

              

 

 



    入札参加改善に向けたアンケート 

案件名 霊長類医科学研究センター及び薬用植物資源研究センター筑波研究部 施設保

守管理業務 一式 

公告種別 一般競争入札 

すべての事業者様に

お伺いいたします。 

該当箇所に  をお願

いします。 

（質問）入札公告日又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までは適切でしたか 

□ １ 特に問題はなかった 

□ ２ 期間が短かかった 

   （具体的な必要期間：                                       ） 

参加（応募）頂けない

事業者様の理由をお

聞かせください。 

該当箇所に  をお願

いします。 

□ １ 競争参加資格の等級が、自社の参加資格と一致していなかった。 

□ ２ 説明書をみても業務内容、業務量、求められる成果物、審査基準が分かりにくく、 

判断できなかった。 

□ ３ 業務内容に一部扱えない業務があった。 

   （具体的業務：                                           ） 

□ ４ 参加しても価格の優位性がなく受注見込みがないと判断した。 

□ ５ 求められる業務実績の要件が厳しかった。 

   （厳しいと考えられた業務実績：                                ） 

□ ６ 業務の履行期間が短く、期日までに成果物を納品できない可能性があった。 

□ ７ 業務内容が多岐にわたるため、必要な技術者・要員を確保するには時間が不足し

ている。又は発注ロットが大きすぎて、必要な人員等を確保できないと判断した。 

□ ８ 入札公告（公示）又は説明会の日から入札書・提案書等の提出期限までの期間が

短かった。 

□ ９ その他：自由記載 

                                               

 

 

 

補足 

【すべての事業者様・ 

自由回答】 

仕様書等に改善すべき点があれば教えてください。 

 

 

 

ご意見・ご要望 

【すべての事業者様・ 

自由回答】 

 

 

 

 

事業者名（任意）  

ご担当者（任意）  

ご連絡先（任意）  

 ご協力頂きましてありがとうございました。                   

                                    国立研究開発法人 医薬基盤・健康・栄養研究所 

                                                          総務部会計課 


